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●群馬県消費生活条例（平成１８年条例第１１号）

目次

第一章 総則（第一条－第八条の二）

第二章 安全の確保、取引の適正化等

第一節 安全の確保（第九条・第十条）

第二節 規格、表示等の適正化（第十一条－第十五条）

第三節 不当な取引方法の禁止等（第十六条・第十七条）

第四節 生活関連物資に関する施策（第十八条－第二十一条）

第三章 消費生活に関する教育の推進、情報提供等（第二十二条－第二十五条）

第四章 消費者苦情の処理等（第二十六条－第二十八条）

第五章 知事への申出（第二十九条）

第六章 立入調査、公表等（第三十条・第三十一条）

第七章 群馬県消費生活問題審議会及び群馬県消費者苦情処理委員会

（第三十二条－第三十七条）

第八章 雑則（第三十八条－第四十条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に鑑

み、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその

自立の支援その他の基本理念を定め、県及び事業者の責務等を明らかにするとともに、

県が実施する消費生活に関する総合的な施策（以下「消費者施策」という。）について

必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とす

る。

（基本理念）

第二条 消費者施策の推進は、県民の消費生活における基本的な需要が満たされること、

県民の健全な生活環境が確保されること及び消費者の権利として認められている次の事

項を尊重することを基本として行われなければならない。

一 消費者の安全が確保されること。

二 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。

三 消費者に対し必要な情報が提供されること。

四 消費者に対し教育の機会が提供されること。

五 消費者の意見が消費者施策に反映されること。

六 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。

２ 消費者施策の推進は、消費者が自らの消費生活の安定及び向上のため自主的かつ合理

的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなけれ

ばならない。

３ 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正

な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければ

ならない。
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４ 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展への的確な対応及び環境の保全に配慮

して行われなければならない。

（県の責務）

第三条 県は、この条例の目的を達成するため、経済社会の発展に即応して消費者施策を

策定し、及びこれを実施する責務を有する。

（事業者の責務）

第四条 事業者は、消費者に供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に

努め、当該苦情を適切に処理すること。

五 県が実施する消費者施策に協力すること。

六 事業活動を通して知り得た消費者に関する個人情報を適正に取り扱うこと。

２ 事業者は、消費者に供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当

該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準

を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

（事業者団体の役割）

第五条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生

じた苦情の処理体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成支

援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

（消費者の役割）

第六条 消費者は、自ら進んで消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報

を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよ

う努めるものとする。

（消費者団体の役割）

第七条 消費者団体は、次に掲げる活動その他の県民の消費生活の安定及び向上を図るた

めの健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

一 消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明

二 消費者に対する啓発及び教育

三 消費者の被害の防止及び救済のための活動

（県、事業者、消費者等の連携）

第八条 県、事業者、事業者団体、消費者及び消費者団体は、相互に連携を図りながら協

力することにより、それぞれの責務又は役割を果たすよう努めるものとする。

（基本計画）

第八条の二 知事は、消費者施策の計画的な推進を図るため、消費者施策の推進に関する

基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。
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２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 消費者施策についての基本的な方針

二 消費者施策に関し、計画的に講ずべき施策

三 前二号に掲げるもののほか、消費者施策の計画的な推進を図るために必要な事項

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、群馬県消費生活問題審議会の

意見を聴かなければならない。

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第二章 安全の確保、取引の適正化等

第一節 安全の確保

（安全の確保）

第九条 事業者は、県民の消費生活における安全を確保するため、その供給する商品及び

役務が県民の生命、身体及び財産の安全を害し、又は害するおそれがあるときは、供給

の中止及び回収、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。

（安全確保の指導及び勧告）

第十条 知事は、県民の消費生活において、事業者が供給する商品及び役務が県民の生命、

身体及び財産の安全を害し、又は害するおそれがあると認めるときは、法令に特別の定

めがある場合を除き、当該事業者に対してその安全を確保するために必要な措置を講ず

るよう指導し、又は勧告することができる。

第二節 規格、表示等の適正化

（規格の適正化）

第十一条 事業者は、商品又は役務について品質その他の内容の向上及び県民の消費生活

の合理化に寄与するため、その供給する商品及び役務について、適正な規格を定めるよ

う努めなければならない。

（広告その他の表示の適正化）

第十二条 事業者は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際し、その選択

等を誤ることがないようにするため、その供給する商品及び役務について、品質その他

の内容及び価格に関する広告その他の表示を適正に行うよう努めなければならない。

（計量の適正化）

第十三条 事業者は、消費者との間の取引に際し、消費者が計量につき不利益を被ること

がないようにするため、その供給する商品及び役務について、適正な計量の実施に努め

なければならない。

（包装の適正化）

第十四条 事業者は、消費者が商品について誤認することがないようにするため、その供

給する商品について必要以上に過大な包装を行わないよう努めなければならない。

（適正化の指導）
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第十五条 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が第十一条から前条まで

に規定する規格、広告その他の表示、計量及び包装の適正化を推進するよう必要な指導

に努めるものとする。

第三節 不当な取引方法の禁止等

（不当な取引方法）

第十六条 知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が消費者の知識、能力又は経

験の不足に乗じて消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制することにより消費

者にその供給する商品又は役務の選択を誤らせるような取引方法を不当な取引方法とし

て規則で定めるものとする。

２ 知事は、前項の不当な取引方法を定めようとするときは、群馬県消費生活問題審議会

の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

（不当な取引方法の禁止）

第十七条 事業者は、消費者に商品又は役務を供給する場合においては、前条の規定によ

り定められた不当な取引方法を用いてはならない。

２ 知事は、事業者が前条の規定により定められた不当な取引方法を用いているか否かを

判断する場合において、当該事業者が不実のことを告げる行為（以下「不実告知行為」

という。）をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、

期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める

ことができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、次項及

び第二十三条の規定の適用については、当該事業者は不実告知行為をしたものとみなす。

３ 知事は、事業者が前条の規定により定められた不当な取引方法を用いていると認める

ときは、当該事業者に対し、当該不当な取引方法の改善を指導し、又は勧告することが

できる。

第四節 生活関連物資に関する施策

（価格の動向等の調査）

第十八条 知事は、県民の消費生活との関連が高い物資（以下「生活関連物資」とい

う。）について、必要に応じて、その価格の動向、需給の状況及び流通の実態を調査す

るものとする。

（供給等の協力の要請）

第十九条 知事は、県民に対する生活関連物資の円滑な供給を確保するために必要がある

と認めるときは、当該生活関連物資の生産、輸入又は販売を行う事業者に対して当該生

活関連物資の供給又は供給のあっせんをするよう協力を求めるものとする。

（特定生活関連物資の指定等）

第二十条 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、生活関連物資の価格が異常に上

昇し、又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資の買占め又は売惜し

みが行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、当該生活関連物資を特に価格

の安定及び円滑な供給の確保を図る必要がある物資（以下「特定生活関連物資」とい
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う。）として指定することができる。

２ 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指

定を解除するものとする。

（特定生活関連物資の売渡しの勧告）

第二十一条 知事は、特定生活関連物資の生産、輸入又は販売を行う事業者が買占め又は

売惜しみにより当該特定生活関連物資を多量に保有していると認めるときは、当該事業

者に対し、売渡しをすべき期間及び数量を定めて、適正な価格で売渡しをすべきことを

勧告することができる。

第三章 消費生活に関する教育の推進、情報提供等

（啓発活動及び教育の推進）

第二十二条 知事は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情

報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとす

る。

（情報の提供）

第二十三条 知事は、事業者が第九条又は第十七条第一項の規定に違反する行為を行って

いる場合において、県民に被害が生じ、又は生じるおそれがあり、その発生又は拡大を

防止するために緊急の必要があると認めるときは、違反行為の内容、事業者の氏名又は

名称及び住所その他の必要な情報を県民に提供するものとする。

（試験、検査の実施等）

第二十四条 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、商品及び役務の試験、

検査等を行うとともに、必要に応じて、その結果を公表する等必要な措置を講ずるもの

とする。

（意見等の反映）

第二十五条 知事は、消費者施策の策定及び実施に資するため、必要があると認めるとき

は、消費者等から、消費生活に関する意見及び要望を聴くものとする。

第四章 消費者苦情の処理等

（消費者苦情の処理）

第二十六条 知事は、事業者が供給する商品及び役務に関する消費者の苦情（以下「消費

者苦情」という。）の申出があったときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦

情が適切に処理されるよう必要な措置を講ずるものとする。

２ 知事は、消費者苦情を処理するため必要があると認めるときは、事業者その他の関係

者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

３ 知事は、消費者苦情を処理するため必要があると認めるときは、群馬県消費者苦情処

理委員会のあっせん又は調停に付することができる。
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（訴訟の費用の貸付け）

第二十七条 知事は、消費者苦情に関し、消費者が事業者を相手として提起する訴訟で、

次の各号に掲げる要件の全てを満たすものであると認めるときは、当該消費者に対し、

当該訴訟の費用に充てる資金（以下「資金」という。）を貸し付けることができる。

一 同一の被害を受けた消費者が規則で定める人数以上存在すること。

二 一件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。

三 前条第三項のあっせん又は調停によって解決されなかったものであること。

四 県内に住所を有している者が多数共同して提起する訴訟であること。

２ 前項に定めるもののほか、資金の貸付けの限度額、貸付けの条件その他貸付けに関し

必要な事項は、規則で定める。

３ 知事は、第一項の規定による資金の貸付けに当たっては、群馬県消費者苦情処理委員

会の意見を聴かなければならない。

（貸付金の返還等）

第二十八条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、その訴訟が終了したときは、

規則で定める日までに貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、群馬県消費者苦

情処理委員会の意見を聴き、貸し付けた資金の一部の返還を免除することができる。

第五章 知事への申出

（知事への申出）

第二十九条 県民は、この条例の規定に違反する事業者の活動が行われることにより、消

費者の権利が害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、知事に対して、その

旨を申し出て、適当な措置を講ずるよう求めることができる。

２ 知事は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容

が事実であると認めるときは、この条例に基づく適当な措置を講ずるものとする。

第六章 立入調査、公表等

（立入調査等）

第三十条 知事は、第十条、第十七条第三項、第二十条、第二十一条及び前条第二項の規

定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提

出を求め、又はその職員に、事業者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち

入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者に提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。

（公表）

第三十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することがで

きる。

一 第十条、第十七条第三項及び第二十一条の規定による勧告に正当な理由なく従わな
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かったとき。

二 第二十六条第二項の規定による資料の提出又は説明を正当な理由なく拒んだとき。

三 前条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は立入調査を拒み、若

しくは虚偽の答弁をしたとき。

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の理由

を当該事業者に通知し、当該事業者が意見を述べる機会を与えなければならない。

第七章 群馬県消費生活問題審議会及び群馬県消費者苦情処理委員会

（審議会の設置）

第三十二条 知事の諮問に応じ、消費者施策の基本的事項その他施策の実施に係る重要な

事項を調査審議するため、群馬県消費生活問題審議会（以下「審議会」という。）を置

く。

（組織等）

第三十三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験のある者

二 県議会の議員

三 消費者

四 事業者

五 関係行政機関の職員

３ 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

４ 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。

（委員会の設置）

第三十四条 第二十六条第三項の規定により消費者苦情に関するあっせん又は調停を行

い、及び第二十七条に規定する資金の貸付けに関する事項を調査審議するため、群馬県

消費者苦情処理委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（組織等）

第三十五条 委員会は、委員八人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験のある者

二 消費者

三 事業者

（意見の聴取等）

第三十六条 委員会は、必要があると認めるときは、当事者、関係人等に対し、その出席

を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（準用）

第三十七条 第三十三条第三項及び第四項の規定は、委員会について準用する。
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第八章 雑則

（小規模事業者への配慮）

第三十八条 知事は、消費者施策の実施に当たり特に必要があると認めるときは、小規模

事業者（商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成五年法律

第五十一号）第二条に規定する小規模事業者をいう。）に対し、技術的な援助及び資金

の融資を行うことができる。

（他の地方公共団体の長等との協力）

第三十九条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、他の地方公共団

体又は国の関係行政機関の長の協力を求め、又はこれらの者から協力を求められたとき

は、その求めに応ずるよう努めるものとする。

（規則への委任）

第四十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

（以下「改正前の条例」という。）第二十三条の規定により置かれた群馬県消費生活問

題審議会（以下「旧審議会」という。）は、改正後の群馬県消費生活条例（以下「改正

後の条例」という。）第三十二条の規定により置く群馬県消費生活問題審議会（以下

「新審議会」という。）となり、同一性をもって存続するものとする。

３ この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後

の条例第三十三条第二項の規定により新審議会の委員に任命されたものとみなし、その

任期は、平成十九年六月十五日までとする。

４ 改正前の条例第十一条の二第二項の規定により旧審議会の意見を聴いたときは、改正

後の条例の適用については、改正後の条例第十六条第二項の規定により新審議会の意見

を聴いたものとみなす。

５ 改正後の条例第十七条第二項の規定は、この条例の施行前に用いた取引方法について

は、適用しない。

附 則（平成二十五年十月十八日条例第五十八号）

６ この条例は、公布の日から施行する。
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群馬県消費生活問題審議会委員名簿

知事の附属機関として消費者施策等の重要な事項を調査、審議するために設置しています。

任期：令和５年９月１日 ～ 令和７年８月３１日

区分 氏 名 役 職 名 等

肥 後 秀 明 日本銀行前橋支店長

学

舟 木 諒 弁護士

識

西 村 淑 子 群馬大学教授

経

井 上 章 子 株式会社上毛新聞社経営企画室主事

験

今 井 敬 子 群馬県高等学校教育研究会家庭部会副部会長

者

新 井 勘 一 公益財団法人群馬県防犯協会専務理事

針 谷 勉 群馬県生活協同組合連合会専務理事

消

野原 多香子 群馬県消費者団体連絡会副会長

倉持 たみ子 高崎市くらしの会会長

費

掘 口 純 子 公募委員

久 保 敏 公募委員

者

簔 輪 欣 房 公募委員

事 髙 橋 克 弥 群馬県農業協同組合中央会専務理事

業 荻原 マサエ 群馬県商工会女性部連合会副会長

者 林 き み 代 群馬県飲食業生活衛生同業組合理事

１５名

- 53 -



群馬県消費者行政推進本部設置要綱

（趣旨）

第１条 安全で安心な県民生活の確保に資するため、県民生活に重大な影響を与える消費

者問題について関係部局が連携し総合的に対処するとともに、消費者施策の総合調整を

図り円滑な消費者行政を推進することを目的として、群馬県消費者行政推進本部（以下

「推進本部」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号。以下「法」という。）第２条第５項に規
定する消費者事故等及び第２条第７項に規定する重大事故等に係る情報の伝達体制

の整備並びに情報交換に関すること。

（２）法第２条第７項に規定する重大事故等のうち、被害の発生又は拡大の防止を図る

ために実施し得る法令上の措置がない「すき間事案」に対する調整に関すること。

（３）消費者行政の総合的な推進に関すること。

（４）消費者行政に関する重要事項の審議に関すること。

（５）その他消費者行政の推進に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 推進本部は、本部長、本部長代行及び本部員をもって組織する。

２ 本部長は、知事をもって充てる。

３ 本部長代行は、副知事をもって充てる。

４ 本部員は、群馬県庁議規程第３条第１項に規定する者（知事及び副知事を除く。）、

及び振興局長の職にある者をもって充てる。

５ 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を推進本部に出席さ

せることができる。

（職務）

第４条 本部長は、推進本部を統括し、必要に応じ招集し、これを主宰する。

２ 本部長代行は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

３ 本部員は、本部長の命を受け、それぞれの職務に応じて推進本部の事務に参画する。

（幹事会）

第５条 推進本部に幹事会を置く。

２ 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）推進本部に付議する事案の整理、検討に関すること。

（２）各部局内の関連施策との調整に関すること。

３ 幹事会は、代表幹事、代表幹事代行及び幹事で構成し、それぞれ別表１に掲げる者を

もって充てる。

４ 代表幹事は、幹事会を総括し、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。

５ 代表幹事代行は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、その職務を代理
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する。

６ 代表幹事は、必要があると認めるときは、第３項に規定する者以外の者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。

（検討部会）

第６条 代表幹事は、幹事会の指示する事項の調査、検討を行うため、関係課の実務担当

者による検討部会を設置することができる。

２ 検討部会は、代表幹事が必要に応じて招集し、これを主宰する。

３ 代表幹事は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

（庶務）

第７条 推進本部の庶務は、生活こども部消費生活課において処理する。

（雑則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別

に定める。

附則
１ この要綱は、平成２１年９月１４日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成２５年２月５日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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別表１

代表幹事 生活こども部長

代表幹事代行 生活こども部 消費生活課長

幹事 総務部 危機管理課長

幹事 総務部 消防保安課長

幹事 生活こども部 県民活動支援･広聴課長

幹事 生活こども部 私学･子育て支援課長

幹事 健康福祉部 健康福祉課長

幹事 健康福祉部 医務課長

幹事 健康福祉部 介護高齢課長

幹事 健康福祉部 健康長寿社会づくり推進課長

幹事 健康福祉部 障害政策課長

幹事 健康福祉部 薬務課長

幹事 健康福祉部 食品・生活衛生課長

幹事 環境森林部 環境保全課長

幹事 農政部 技術支援課長

幹事 農政部 蚕糸園芸課長

幹事 農政部 畜産課長

幹事 産業経済部 地域企業支援課長

幹事 産業経済部 戦略セールス局 観光魅力創出課長

幹事 県土整備部 都市計画課長

幹事 県土整備部 建築課長

幹事 県土整備部 住宅政策課長

幹事 病院局 経営戦略課長

幹事 教育委員会 義務教育課長

幹事 教育委員会 高校教育課長

幹事 教育委員会 特別支援教育課長

幹事 教育委員会 健康体育課長

幹事 警察本部 警務部 広報広聴課長

幹事 警察本部 生活安全部 生活環境課長
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消費生活に係る県民意識調査 

概要版 
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20歳代以下
7.9%

30～39歳
19.5%

40～49歳
23.5%

50～59歳
23.1%

60～69歳
18.5%

70歳以上
7.6%

n=(2,000）

  

 

 

 

● 調査の概要 ● 

（１）調査地域････････････････群馬県全域 

（２）調査対象（母集団）･･････県内在住の18歳以上の男女個人 

（３）調査対象数（標本数）････2,000人 

（４）抽出方法････････････････楽天インサイト株式会社の群馬県在住のモニターより抽出 

（５）調査方法････････････････web調査 

（６）調査実施時期････････････令和4年9月27日（火）から同年10月3日（月）まで 

（７）調査委託先･･････････････株式会社 サーベイリサーチセンター 

● 概要版（グラフ）のみかた ● 

○グラフ中の「ｎ」は、その設問の回答者総数を表しています。 

○調査結果の比率は、その設問の回答者総数(ｎ)を基数として、小数点第２位を四捨五入して算出 

しています。四捨五入での端数処理の関係で、合計が100％にならない場合があります。 

複数回答の設問の場合、回答比率の合計が100％を超える場合があります。 

○２つ以上の選択肢を合計している場合、各選択肢の回答者数を足しあげて計算しているため、比率 

の単純な合計とは多少の差が出ることがあります。 

○掲載したグラフには、全体の結果のみを示したものと、性別や年齢別の結果を併せて示したものが 

あります。 

○スペースの都合上、グラフ中の選択肢の表記を一部省略している場合があります。 

● 回答者の属性 ● 

 【性 別】 【年 齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【職 業】 【居住地域】 

 

 

 

 

 

 

 

男性
53.8

女性
46.3%

n=(2,000）

会社員、
公務員、
団体職員
48.5%

パート・アルバイト・
非常勤・嘱託・派遣など

18.3%

自営業・自由業・
農業
7.9%

学生
1.6%

専業主婦・
主夫

10.1%

その他
1.1%

無職
12.6%

n=(2,000）

県央地域
29.0%

県西地域
29.7%

県東地域
28.6%

県北地域
12.8%

n=(2,000）
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１  消費者問題に対する意識について 
 

１ 消費者問題についての関心度 
 

消費者問題に対する関心度について聞いたところ、

「関心がある」と「どちらかといえば関心がある」を

合わせた『関心がある（計）』と回答した割合は、56.1％

となっています。 

性別でみると、ほぼ同様の結果となっていますが、

年齢別でみると、『関心がある（計）』と回答した割合

は、70歳以上（65.6％）で最も高くなっています。一

方で、『関心がない（計）』と回答した割合は、20歳代

以下（19.0％）で最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 関心のある消費者問題 
 

先の質問で、「関心がある」または「どちらか

といえば関心がある」と回答した方に、関心のあ

る消費者問題について聞いたところ、「インター

ネット（携帯電話を含む）の安全性について」が、

66.6％と最も高くなっています。 

年齢別でみると、上位5項目全てにおいて70歳

以上が最も高く、「インターネット（携帯電話を

含む）の安全性について」（75.8％）と「特殊詐

欺や架空・不当請求について」（70.7％）ではそ

れぞれ70％を超えています。 

１ 

上位５項目 （％） 

関
心
が
あ
る

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば

関
心
が
あ
る

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り

関
心
が
な
い

関
心
が
な
い

70歳以上

全　体

　
性
別

男　性

女　性

　
年
齢
別

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

17.3

19.1

15.1

15.2

19.0

16.0

16.3

17.3

21.9

38.8

37.8

39.9

38.6

40.8

36.2

35.4

42.2

43.7

28.2

27.2

29.4

27.2

22.3

31.3

32.5

26.8

25.2

10.0 

10.6 

9.2 

10.1 

10.5 

10.0 

9.8 

10.5 

7.3 

5.9 

5.4 

6.4 

8.9 

7.4 

6.6 

6.1 

3.2 

2.0 

n

(2,000)

(1,075)

  (925)

  (158)

  (390)

  (470)

  (461)

  (370)

   (151)

(%)

『関心がある（計）』 『関心がない（計）』

1,120 66.6 53.3 50.7 49.0 48.1

20歳代以下 85 62.4 38.8 41.2 41.2 38.8

30歳代 233 62.7 42.1 50.6 48.9 46.8

40歳代 245 68.2 51.4 50.6 47.8 43.3

50歳代 238 65.1 60.5 47.5 49.2 48.7

60歳代 220 68.2 57.3 54.1 48.6 50.5

70歳以上 99 75.8 70.7 59.6 59.6 64.6

個
人
情
報
の
流
出
問
題

に
つ
い
て

全　　体

年
齢
別

回
答
者
数

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

（
携

帯
電
話
を
含
む

）
の

安
全
性
に
つ
い
て

特
殊
詐
欺
や
架
空

・
不
当
請
求
に
つ
い
て

強
引
な
勧
誘
や
不
正
な

販
売
な
ど
の
悪
質
商
法

に
つ
い
て

食
品
の
安
全
性

（
成
分

や
表
示

、
消
費
期
限

）

に
つ
い
て
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２ 消費生活に関する機関や制度の認知度 
 

消費生活に関する機関や制度の認知度につい

て聞いたところ、『知っている（計）』は、「クー

リング・オフ」が、95.6％と最も高くなっていま

す。 

機関については、「言葉も（業務）内容も知っ

ている」は、「消費者庁」と「国民生活センター」

で、20％より高い割合となっています。 

制度については、「言葉も（業務）内容も知っ

ている」は、「クーリング・オフ」では、60.8％

と高くなっています。一方、「ＡＤＲ（裁判外紛

争解決手続）」では、5.5％と低く、制度によって

認知度に大きな差があります。 

団体については、両方の団体とも「言葉も（業

務）内容も知らない」が80％より高い割合となっ

ています。 

言
葉
も

（

業
務
）

内
容
も

知
っ

て
い
る

言
葉
は

知
っ

て
い
る

言
葉
も

（

業
務
）

内
容
も

知
ら
な
い

消費者庁

国民生活センター

群馬県消費生活センター
（県の相談窓口）

市町郡の消費生活センター

クーリング・オフ

ＡＤＲ（裁判外紛争
解決手続）

成年後見制度

未成年者契約の取消

適格消費者団体

 特定適格消費者団体

消
費
生
活
に
関
す
る
制
度

消
費
生
活
に
関
す
る
機
関

消
費
生
活
に

　
関
す
る
団
体

23.3

24.5

15.9

13.7

60.8

5.5
22.1

19.2

2.9

2.4

71.3

68.6

49.1

43.2

34.8

16.4

49.0

41.1

16.1

14.3

5.5

6.9

35.1

43.2

4.5

78.1

29.0

39.8

81.0

83.4

(%)

n=(2,000）

『知っている（計）』

- 61 -



 

 勧誘行為に対する意識について 
 

１ 行政に特に規制してほしい勧誘行為 
 

商品の販売やサービスの利用についての勧誘

行為の中で、行政に特に力を入れて規制してほし

いと思うものを聞いたところ、「ネット広告（出

会い系、情報商材等）」が46.0％と最も高くなっ

ています。以下、「外壁工事や内装工事など住宅

のリフォーム関係」（32.0％）、「屋根、雨樋、ト

イレなどの住宅の修理」（28.6％）、「金融商品（株

式、社債、保険、ファンド等）」（26.0％）などの

順となっています。 

 

 

 

１－１ 行政に特に規制してほしい勧誘行為 性別・年代別 

 

（上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政に特に規制してほしい勧誘行為の上位５項目について、性別でみると、ほぼ同様の結果となっています

が、年齢別でみると、「外壁工事や内装工事など住宅のリフォーム関係」「屋根、雨樋、トイレなどの住宅の修

理」は、年齢が上がるほど割合は高くなる傾向がみられます。 

 

 

２ 

n=(2,000)

痩身・美顔・脱毛など
エステティックサービス

貴金属（買取りを含む）

新聞

布団など寝具類

その他

特にない

ネット広告（出会い系、情報商材等）

外壁工事や内装工事など
住宅のリフォーム関係

屋根、雨樋、トイレなどの住宅の修理

金融商品（株式、社債、
保険、ファンド等）

プロバイダ契約等の通信サービス

土地やマンション等の不動産販売

46.0 

32.0 

28.6 

26.0 

23.2 

15.9 

12.1 

8.1 

5.1 

4.2 

1.6 

18.6 

0 10 20 30 40 50(%)

ｎ

60歳代

70歳以上

年
齢
別

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

□ 金融商品
（株式、社債、保
険、ファンド等）

□ プロバイダ
契約等の通信サー
ビス

全　体

性
別

男　性

女　性

□ ネット広告
（出会い系、
情報商材等）

□ 外壁工事や内装工
事など住宅のリ
フォーム関係

□ 屋根、雨樋、
トイレなど
の住宅の修理

46.0 

44.8 

47.2 

48.1 

46.7 

47.9 

41.9 

45.7 

49.0 

0 20 40 60

(2,000)

(1,075)

(925)

(158)

(390)

(470)

(461)

(370)

(151)

28.6 

28.4 

28.9 

17.7 

23.8 

28.3 

31.7 

32.4 

34.4 

0 20 40 60

32.0 

33.8 

29.9 

16.5 

26.7 

30.4 

34.9 

39.5 

39.7 

0 20 40 60(%) (%)(%)

26.0

27.2

24.6

30.4

23.3

23.6

26.0

28.9

28.5

0 20 40 60

23.2

22.3

24.1

18.4

22.3

23.6

22.3

25.9

24.5

0 20 40 60(%) (%)
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  ３  商品やサービスを購入（利用）する際の意識について 

 

１ 商品を購入したり、サービスを利用する際に意識すること 
 

商品を購入したり、サービスを利用したりする際に、

10項目のうちどれを意識しているかについて聞いた

ところ、『意識する（計）』と回答した割合は、「価格」

が93.0％と最も高くなっています。以下、「機能や品

質」（92.0％）、「安全性」（87.8％）、「購入（利用）時

の説明や対応などの接客態度」（64.9％）などの順と

なっています。 

一方、『意識しない（計）』と回答した割合は、「事

業者の社会貢献活動（ＣＳＲ）」が35.2％と最も高く

なっています。以下、「事業者の経営方針や理念」

（31.1％）、「事業者の法令遵守（コンプライアンス）」

（23.1％）、「その商品やサービスが環境へ及ぼす影

響」（21.1％）などの順となっています。 

 

 

 

 

２ 契約や取引で不安を感じるか 
 

商品を購入したり、サービスを利用したりするため

の契約や取引で、不利益を被るかもしれないという不

安を感じるかについて聞いたところ、『不安を感じる

（計）』と回答した割合は、49.8％と半数近くにのぼ

ります。 

性別でみると、ほぼ同様の結果となっていますが、

年齢別でみると、『不安を感じる（計）』と回答した割

合は、50歳代（54.4％）、30歳代（50.0％）で高くな

っています。一方、『不安を感じない（計）』と回答し

た割合は、20歳代以下（26.6％）で最も高くなってい

ます。 

 

３ 

意
識
す
る

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
意
識

す
る

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
意
識

し
な
い

意
識
し
な
い

価格

機能や品質

安全性

ブランドイメージ

その商品やサービスが
環境へ及ぼす影響

購入（利用）時の説明や
対応などの接客態度

苦情や要望への対応
（アフターサービスも含む）

事業者の経営方針や理念

事業者の社会貢献活動
（ＣＳＲ）

事業者の法令遵守
（コンプライアンス）

75.1

65.4

54.0

13.6

8.7

21.4

22.2

7.2

4.9

11.5

17.9

26.6

33.8

37.0

30.6

43.5

42.3

21.8

18.2

28.2

5.8

6.7

9.9

33.1

39.7

27.0

26.6

40.0

41.8

37.4

0.5 

0.5 

1.4 
12.4 

15.5 

6.0 

6.5 

20.5 

22.2 

14.6 

0.8 

1.0 

0.9 

4.1 

5.6 

2.2 

2.6 

10.6 

13.0 

8.5 

(%)

『意識する（計）』 『意識しない（計）』

n=(2,000）

不
安
を
感
じ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
安
を
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
不
安

を
感
じ
な
い

不
安
を
感
じ
な
い

そ
の
他

全　体

　
性
別

男　性

女　性

　
年
齢
別

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

13.7

12.4

15.2

13.3

15.4

11.3

17.1

11.9

11.3

36.1

36.1

36.0

31.6

34.6

37.4

37.3

37.0

33.8

30.8

32.5

28.9

22.2

30.5

31.3

30.4

33.8

33.1

14.2 

14.0 

14.4 

20.9 

13.3 

14.5 

10.4 

14.1 

19.9 

2.6 

2.8 

2.4 

5.7 

2.6 

2.8 

2.0 

2.2 

2.0 

2.7 

2.3 

3.1 

6.3 

3.6 

2.8 

2.8 

1.1 

n

(2,000)

(1,075)

  (925)

  (158)

  (390)

  (470)

  (461)

  (370)

   (151)

(%)

『不安を感じる（計）』『不安を感じない（計）』
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３ インターネットでの商品購入時で最も心配なこと 
 

インターネットでの商品購入時で最も心配なこと

について聞いたところ、「商品やサービスがイメージ

や期待したものと異なること」が27.6％と最も高くな

っています。以下、「決済手段のセキュリティに不安」

（24.9％）、「ネットショッピング事業者の信頼性」

（23.8％）などの順となっています。 
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４   商品やサービスに関する消費者トラブルについて 
 

１ 商品の購入やサービスの利用で、トラブルにあった経験の有無 
 

商品の購入やサービスの利用にあたり、過去

１年の間にトラブルにあった経験があるかを

聞いたところ、「ある」は14.6％となっていま

す。一方、「ない」は85.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

１－１ トラブルのきっかけ 
 

トラブルにあったことが「ある」と回答した

方に、経験したトラブルのきっかけについて聞

いたところ、「カタログやテレビ、新聞の折込

チラシ、インターネット等での通信販売を利用

したことによるもの」が60.1％と高くなってい

ます。 

年代別でみると、「カタログやテレビ、新聞

の折込チラシ、インターネット等での通信販売

を利用したことによるもの」と回答した割合は、

年齢が上がるほど高くなる傾向がみられます。 

 

 

１－２ トラブルの内容 
 

トラブルにあったことが「ある」と回答した

方に、経験したトラブルの内容について聞いた

ところ、「商品やサービスの内容に関するもの」

が53.6％と最も高くなっています。以下、「事

後の応対や苦情への対応に関するもの」

（16.5％）、「販売方法に関するもの」（12.0％）、

「請求に関するもの」（11.7％）などの順とな

っています。 

４ 

上位３項目 

ある
14.6%

ない
85.5％

n=(2,000）

n=(291)

その他

内容や価格以外の契約に関するもの
（不当な条件つき、取引条件等を一方的に変更されたなど）

解約に関するもの
（解約しようとしたら高額なお金を請求されたなど）

商品やサービスの価格に関するもの
 （”特別価格”や”優待価格”がウソだったなど）

個人情報の取り扱いに関するもの
（個人情報漏洩の被害にあったなど）

食品の安全・表示に関するもの
（消費期限や賞味期限切れ、産地や原材料の偽装、

異物混入など）

請求に関するもの
（想定以上の金額、覚えのない支払い請求など）

商品やサービスの内容に関するもの
（ニセモノ、欠陥品、量や質、性能や効果が表

示や説明と違ったなど）

事後の応対や苦情への対応に関するもの

販売方法に関するもの（初回のみのつもりが定
期購入だった、大げさな広告、勘違いさせるよ

うな説明、契約をせかす、おどすなど）

53.6 

16.5 

12.0 

11.7 

10.3 

8.9 

8.2 

6.9 

4.1 

14.8 
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性
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とによるもの
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したりサービスを
利用したことによ
るもの

□ 自宅や職場に業者
から電話があり、
勧められたことに
よるもの

70歳以上

年
齢
別
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30歳代
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60.1 

55.5 

65.4 

31.6 

50.0 

59.1 

64.2 

67.9 

90.0 

0 20 40 60 80100

(291)

(155)

(136)
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(66)

(66)

(67)

(53)

(20)

7.9 

8.4 

7.4 

10.5 

7.6 

6.1 

10.4 

7.5 

5.0 

0 20 40 60 80

20.3 

19.4 

21.3 

47.4 

25.8 

18.2 

11.9 

20.8 

10.0 

0 20 40 60 80(%) (%)(%)
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１－３ トラブルを相談したか 
 

トラブルにあったことが「ある」と回答した方に、

トラブルにあった際に誰かに相談したか聞いたとこ

ろ、「相談した」と回答した割合は、70.8％となって

います。 

性別でみると、女性よりも男性の方が「相談した」

と回答した割合が高くなっています。 

年齢別でみると、20歳代以下（84.2％）、70歳代以

上（75.0％）、50歳代（71.6％）で高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

１－３－１ トラブルの相談先 
 

トラブルにあった際に「相談した」と回答した方に、

相談先について聞いたところ、「購入先、利用先、勧

誘員」が61.7％と最も高くなっています。以下、「メ

ーカー」（20.9％）、「家族・友人・知人」（15.5％）、

「市町郡の消費生活センター」（7.3％）などの順とな

っています。 

 

 

 

 

１－３－２ 相談先の対応についての満足度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

n=(206)

購入先、利用先、勧誘員

国・地方公共団体等の相談窓口
（国民生活センター、消費生活センターを除く）

その他

警察

弁護士

業界団体の窓口

群馬県消費生活センター
（県の相談窓口）

国民生活センター

市町郡の消費生活センター

家族・友人・知人

メーカー
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n

(291)

(155)

(136)

(19)

(66)

(66)

(67)

(53)

(20)

(%)

　購入先、利用先、勧誘員 127 18.1 27.6 23.6 10.2 20.5

　メーカー 43 11.6 20.9 27.9 16.3 23.3

　業界団体の窓口 10 50.0 10.0 30.0 10.0 -

　国民生活センター 14 35.7 35.7 14.3 7.1 7.1

　群馬県消費生活センター（県の相談窓口） 12 33.3 25.0 41.7 - -

　市町郡の消費生活センター 15 33.3 26.7 6.7 20.0 13.3

　国・地方公共団体等の相談窓口
　(国民生活センター、消費生活センターを除く)

6 16.7 16.7 50.0 16.7 -

　弁護士 7 28.6 - 28.6 28.6 14.3

　警察 7 42.9 - 42.9 14.3 -

　家族・友人・知人 32 31.3 28.1 34.4 6.3 -

　その他 12 41.7 33.3 - 16.7 8.3
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１－３－３ 群馬県消費生活センター、市町郡の消費生活センターの対応で不満な点 
 

トラブルにあった際に、「群馬県消費生活センター

（県の相談窓口）」、「市町郡の消費生活センター」に

相談した方で、その対応に「やや不満である」、「不満

である」と回答した方は、５名でした。 

その方たちに、対応の不満な点について聞いたとこ

ろ、「相談の受付から助言にとどまり、あっせん、紛

争解決まで責任を持って対応していない」が３人、「相

談員の話し方等の対応が良くない」、「電話がかかりに

くいなど、対応に時間がかかる」、「対応に専門性がな

いなど、十分な対応をしてもらえない」がそれぞれ１

人となっています。 

 

 

１－３－４ 相談しなかった理由 
 

トラブルにあった際に、「相談しなかった」と回答

した方に、相談しなかった理由について聞いたところ、

「面倒くさかった」が25.9％と最も高くなっています。

以下、「被害が小さかったので相談するほどのことで

はなかった」（24.7％）、「自分自身で解決しようと思

った」（21.2％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

回答者数＝５   (件） 

相談の受付から助言にとどまり、あっせん、紛争
解決まで責任を持って対応していない 

３ 

相談員の話し方等の対応が良くない １ 

電話がかかりにくいなど、対応に時間がかかる １ 

対応に専門性がないなど、十分な対応をしてもら
えない 

１ 

相談時間が短いなど、一人一人がじっくり相談に
のってもらえない 

－ 

対応されず、たらい回しにされる － 

その他 １ 

わからない － 

 

回答者数＝85   (％） 

面倒くさかった 25.9 

被害が小さかったので相談するほどのことではなか
った 

24.7 

自分自身で解決しようと思った 21.2 

どこに相談したらよいかわからなかった 18.8 

相談してもよい解決策があると思わなかった 11.8 

自分にも責任があると思った 11.8 

気まずい思いをしたり、もめごとになったりするこ
とが心配だった 

9.4 

私的なことなので相談することではないと思った 5.9 

忙しくて相談する時間がなかった 4.7 

被害にあったということにその時は気づかなかった 1.2 

その他 7.1 

特に理由はない 11.8 
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５   消費生活に関する情報や消費者教育について 
 

１ 行政が発信する消費生活情報の入手方法 
 

行政が発信する消費生活情報の入手方法について

聞いたところ、「自治体の広報誌」から入手している

割合が、24.7％と最も高くなっています。以下、「新

聞」（23.1％）、「自治体や消費生活センターのホーム

ページ」（17.0％）、「自治会や町内会の回覧板」

（16.1％）などの順となっています。 

一方、「特に入手していない」と回答した割合は、

38.6％となっています。 

 

 

 

 

 

２ 消費生活について欲しい情報 
 

消費生活について欲しい情報を聞いたところ、「悪

質商法などの手口と消費者被害・トラブルへの対処方

法」が、39.9％と最も高くなっています。以下、「消

費者トラブルに関する相談窓口」（39.6％）、「商品・

サービスの安全性や商品等のリコール情報」（29.8％）、

「消費生活に関する法律や制度」（25.8％）などの順

となっています。 

 

 

 

 

５ 

上位５項目  （％） 

2,000 39.9 39.6 29.8 25.8 14.7

男性 1,075 41.7 41.4 31.4 26.1 11.4

女性 925 37.7 37.4 27.9 25.4 18.4

20歳代以下 158 29.7 29.7 28.5 26.6 8.9

30歳代 390 31.8 31.8 29.0 27.4 13.6

40歳代 470 39.6 41.1 28.9 27.9 12.8

50歳代 461 41.9 44.5 28.6 25.4 13.4

60歳代 370 44.3 42.4 29.7 23.5 17.0

70歳以上 151 55.0 43.0 39.7 21.2 27.2
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自治会や町内会の回覧板

ラジオ

メールマガジン

フリーペーパー

自治体の発行する消費生活情報誌

職場・所属団体・学校（出前講座やちらし）

地域における消費生活講座など

消費者被害防止パンフレット
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３ 行政が発信する消費生活情報の提供方法で有効だと思うもの 
 

行政が発信する消費生活情報の提供方法で有効だ

と考えられるものを聞いたところ、「テレビ」が52.8％

と最も高くなっています。 

性別でみると、「テレビ」と回答した割合は、女性

の方が男性よりも高くなっています。 

年齢別でみると、「新聞」「自治体の広報誌」と回答

した割合は年齢が上がるほど高くなり、「自治体や消

費生活センターのSNS（ツイッター、YouTube等）」と

回答した割合は年齢が下がるほど高くなる傾向がみ

られます。 

 

 

 

 

４ よいと思う群馬県消費生活センターや市町郡の消費生活センターでの相談方法 
 

よいと思う群馬県消費生活センターや市町郡の消

費生活センターでの相談方法について聞いたところ、

「センターへの電話による相談」が57.7％と最も高く、

以下、「相談窓口などの対面による相談」（42.1％）、

「自治体や消費生活センターの専用メールでの相談」

（39.2％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

５ 県実施の消費者被害防止講座や大人向け、子供向けの防犯講座について望む開催方法 
 

県実施の消費者被害防止講座や大人向け、子供向け

の防犯講座について望む開催方法について聞いたと

ころ、「いつでも手軽にみられるようにYouTubeなどの

動画配信による講座」が43.9％と最も高く、以下、「公

民館や老人ホーム、職場や学校などへの出張形式での

講座」（35.4％）、「自治体や消費生活センター等の会

場で行う対面方式の講座」（26.6％）などの順となっ

ています。 

 

上位５項目  （％） 
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60歳代 370 57.8 34.6 32.4 23.8 10.8
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６ 消費生活に関することで学校教育の場で取り上げてほしいこと 
 

消費生活に関することで学校教育の場で取り上げ

てほしいと考えることを聞いたところ、「インターネ

ットの使い方や危険なサイト」が56.6％と「悪質商法

の手口と対処方法」（52.4％）がともに高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 安定供給や価格の推移について特に気になる生活必需品 
 

36種類の生活必需品のうち、安定供給や価格の推移

が特に気になるものを聞いたところ、「ガソリン」が

53.8％と最も高く、以下、「トイレットペーパー」

（39.6％）、「ティッシュペーパー」（27.7％）、「米」

（27.3％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上位10項目） 
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８ 生活必需品の品薄状況時の行動について 
 

生活必需品の品薄状況時の行動について聞いたと

ころ、「どちらかといえば普段より多く買う」が29.6％

と最も高く、以下、「どちらかといえば普段と同じよ

うに必要な量だけを買う」（26.4％）、「普段と同じよ

うに必要な量だけを買う」（20.0％）などの順となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 消費者トラブルを防止するために行政が重点的に啓発・対策を行うべき層 
 

消費者トラブルを防止するため、行政が啓発・対策

を重点的に行った方がよいと思う層は、「高齢者」が

34.4％、「高校生」が25.7％、「新社会人」が15.4％、

「小・中学生」が15.1％となっています。 

性別でみると、女性よりも男性の方が「高齢者」と

回答した割合が高くなっています。年齢別でみると、

「新社会人」と回答した割合は、20歳代以下（29.7％）

で最も高くなっています。 
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６  消費生活に対して行政に望むことについて 
 

１ 行政の取り組みに対する満足度 
 

消費生活に対する行政の取り組みについて

10種類を挙げ、それぞれに対する満足度を聞いた

ところ、『満足している（計）』は、「身近な場所

に消費者問題について相談できる窓口がある」が

24.0％と最も高くなっています。以下、「商品や

サービスについて、品質等の内容や価格が適正に

表示されている」が23.1％、「製品事故等から、

消費者の生命、身体及び財産の安全が守られてい

る」が21.2％、「相談受付時間や相談方法など、

相談体制が充実している」が18.0％などの順とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

２ 行政の取り組みに対する重要度 
 

消費生活に対する行政の取り組みについて

10種類を挙げ、それぞれの重要度を聞いたところ、

『重要である（計）』は、「消費者がトラブルにあ

ったとき、消費者を救済する仕組みが整ってい

る」が60.9％と最も高くなっています。以下、「身

近な場所に消費者問題について相談できる窓口

がある」（59.5％）、「悪質商法から守られ、商品

やサービスが正当に取引されている」（59.1％）、

「悪質な事業者の情報が手に入りやすい」

（58.9％）などの順となっています。 
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      消費生活に係わる法制度改正について 
 

１ 成年年齢が18歳に引き下げられたことによる、想定されるトラブル等 
 

成年年齢が18歳に下がり、どのようなトラブル等が

起こりうると考えられるかについて聞いたところ、

「18歳、19歳の若者が、悪質商法等の消費者被害に遭

いやすくなる」が30.3％と最も高くなっています。以

下、「18歳、19歳の若者が、返済能力を超えた借金を

抱えてしまう」（20.0％）、「18歳、19歳の若者が、自

らの経済力に見合わない高額の買い物等をしてしま

う」（19.4％）などの順となっています。 
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      エシカル消費について 
 

１ エシカル消費の認知度 
 

エシカル消費について知っているかを聞いた

ところ、「言葉も内容も知らない」が72.4％と最

も高くなっています。一方、「内容も含めて知っ

ている」は、4.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「エシカル消費」への興味と行動 
 

「エシカル消費」への興味と行動について聞い

たところ、「よくわからない」（31.2％）を除くと、

「興味はあるが、エシカル消費に配慮した取り組

みはしていない」（20.9％）、「興味はないが、エ

シカル消費に配慮した取り組みはしている」

(16.5％) 、「興味があり、エシカル消費に配慮し

た取り組みもしている」（13.4％）などの順とな

っています。 

 

 
３ エシカル消費に興味はあるが、エシカル消費に配慮した取り組みをしていない理由 

 

エシカル消費に興味はあるが、エシカル消費に

配慮した取り組みをしていない理由について聞

いたところ、「何をすればよいのか、わからなか

ったから」が42.4％と最も高くなっており、「エ

シカル消費という言葉が何を意味するのかわか

らなかったから」（40.5％）がそれに続いていま

す。 
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      多重債務について 
 

１ 周囲に借金返済で悩んでいる人がいるか 
 

周囲に借金返済で悩んでいる人がいるかを聞

いたところ、「いる」は、12.5％となっています。

一方、「いない」は、87.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政に期待する借金を抱えた方に対する支援策 
 

借金を抱えた方に対する支援として、行政に期

待することについて聞いたところ、「社会福祉、

消費者支援など、ワンストップで相談対応できる

窓口の充実」が38.2％と最も高くなっており、「弁

護士や司法書士等、法律専門家の紹介」（34.6％）、

「借金に再び陥らないための家計管理の方法等、

生活再建のためのアドバイスの提供」（34.1％）

などがそれに続いています。 

 

 

 
３ クレジットカードのキャッシングや消費者金融などの利用状況 

 

クレジットカードのキャッシングや消費者金

融でお金を借りたことがあるかを聞いたところ、

「商品・サービス購入のため利用」が43.5％と最

も高くなっており、「低収入・収入の減少(生活

費・教育費等の不足)等のため利用」（13.2％）が

それに続いています。また、「クレジットカード

や消費者金融を利用したことはない」は39.4％と

なっています。 

 

9 

いる
12.5%

いない
87.5%

n=(2,000）

　社会福祉、消費者支援など、ワンストップで相談対応できる
　窓口の充実

38.2

　弁護士や司法書士等、法律専門家の紹介 34.6

　借金に再び陥らないための家計管理の方法等、
　生活再建のためのアドバイスの提供

34.1

　生活福祉資金貸付等のセーフティネットの充実 29.0

　貸金業法や債務整理の方法等に関する説明会の実施 18.1

　専門家による心のケア 10.6

　その他 0.6

　特になし 22.4

回答者数＝2,000   (％）

n=(2,000)

保証・借金肩代わりのため利用

商品・サービス購入のため利用

低収入・収入の減少(生活費・教育費
等の不足)等のため利用

住宅ローン等の借金の返済のため利用

本人、家族の病気・けがのため利用

事業資金の補填のため利用

ギャンブル・遊興費のため利用

その他

クレジットカードや消費者金融を利
用したことはない

43.5 

13.2 

6.7 

6.0 

4.7 

3.3 

2.7 

2.0 

39.4 

0 10 20 30 40 50 (%)
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１ 悪質商法や詐欺などの被害を防止するため、見守ってほしい地域の方 
 

ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方を狙

った悪質商法や詐欺などの被害を防止するため、

見守ってほしい地域の方について聞いたところ、

「家族・親族」が59.7％と最も高くなっています。

以下、「民生委員など地域の人」（38.2％）、「警察

官」（35.8％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 悪質商法や詐欺などの消費者被害にあわないための有効な対策 
 

ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方を狙

った悪質商法や詐欺などの消費者被害にあわな

いための有効な対策について聞いたところ、「家

族や親族で日頃から話題にするよう心掛ける」が

59.0％と最も高くなっています。以下、「近隣同

士で声を掛け合うことができる関係をつくる」

（41.8％）、「悪質な事業者に対する規制や指導を

強化する」（39.3％）などの順となっています。 

 

10 
ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方を狙った 

悪質商法や詐欺などについて 

n=(2,000)

金融機関の職員

郵便局員

宅配便・配食サービスなどの配達業者

その他

わからない

ヘルパー・ケアマネジャーなど福祉関係者

警察官

民生委員など地域の人

家族・親族

弁護士・司法書士など法律に携わる人

市町村の職員

友人・知人

59.7 

38.2 

35.8 

31.6 

31.2 

30.2 

19.1 

13.3 

10.5 

9.3 

0.4 

15.6 

0 20 40 60 80(%)

n=(2,000)

日頃から地域の行事に参加し、情報交換する

パンフレットなどによる啓発活動を充実する

その他

わからない

家族や親族で日頃から話題にするよう心掛ける

近隣同士で声を掛け合うことができる関係
をつくる

悪質な事業者に対する規制や指導を強化する

地域の様々な人たちによる見守り活動を
行ってもらう

報道（テレビ、新聞、ラジオ）に被害情報など
を取り上げてもらう

行政（県・市町村）が高齢者と日頃接触のある
団体に連携して注意を呼びかける

59.0 

41.8 

39.3 

32.7 

32.3 

29.6 

21.3 

17.5 

1.1 

14.0 

0 20 40 60 80 (%)
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○県内消費生活相談窓口一覧 （令和６年３月現在）

市町郡名 郵便番号 所 在 地 相談用電話番号 FAX番号 対象区域 相談受付時間
前橋市 371-8601 前橋市大手町二丁目12-1 027-898-1755 027-221-6200 前橋市 平日

前橋市議会庁舎１階 9:00～17:00
高崎市 370-8501 高崎市高松町35-1 027-327-5155 027-327-5156 高崎市 平日

高崎市役所１階 9:00～16:30
桐生市 376-0045 桐生市末広町13-4 0277-40-1112 0277-40-1114 桐生市 平日

桐生市保健福祉会館４階 9:00～16:00
伊勢崎市 372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410 0270-20-7300 0270-20-7302 伊勢崎市 平日

市役所本館５階 9:00～16:00
太田市 373-8718 太田市浜町2-35 0276-30-2220 0276-30-2221 太田市 平日

太田市役所２階 9:00～16:00
沼田市 378-8501 沼田市下之町888 0278-20-1500 0278-20-1501 沼田市 平日

TERRACE沼田３階 片品村 9:00～12:00
川場村 13:00～16:00
昭和村
みなかみ町

館林市 374-0029 館林市仲町5-25 0276-72-9002 0276-72-9003 館林市 平日
市民センター分室１階 9:00～12:00

13:00～16:00
渋川市 377-0007 渋川市石原6-1 0279-22-2325 0279-22-3002 渋川市 平日

市役所 第二庁舎１階 榛東村 9:00～16:00
吉岡町

藤岡市 375-8601 藤岡市中栗須327 0274-20-1133 0274-20-1133 藤岡市 平日
市役所本庁舎１階 神流町 9:00～12:00

上野村 13:00～16:00
富岡市 370-2316 富岡市富岡1439-1 0274-63-6066 0274-70-2201 富岡市 平日

あい愛プラザ２階 下仁田町 8:30～17:00
南牧村

安中市 379-0192 安中市安中1-23-13 027-382-2228 027-345-3026 安中市 平日
市役所敷地内 9:00～16:30

みどり市 376-0192 みどり市大間々町大間々 0277-76-0987 0277-76-9049 みどり市 平日
1511 9:00～16:00
市役所大間々庁舎１階

甘楽町 370-2292 甘楽郡甘楽町小幡161-1 0274-74-3306 0274-74-3306 甘楽町 平日
役場西庁舎１階 9:00～12:00

13:00～17:00
玉村町 370-1132 佐波郡玉村町下新田227-10 0270-20-4020 0270-20-4021 玉村町 平日

玉村町勤労者センター１階 9:00～12:00
13:00～17:00

板倉町 374-0192 邑楽郡板倉町板倉2682-1 0276-82-7830 0276-82-2758 板倉町 平日
役場２階 9:00～17:00

明和町 370-0795 邑楽郡明和町新里250-1 0276‐84‐3299 0276-84-3299 明和町 平日
役場１階 9:00～17:00

大泉町 370-0595 邑楽郡大泉町日の出55-1 0276-63-3511 0276-63-3921 大泉町 平日
役場１階 千代田町 9:00～16:00

邑楽町 370-0692 邑楽郡邑楽町中野2570-1 0276-47-5047 0276-88-3247 邑楽町 平日
役場１階 9:00～12:00

13:00～16:30
吾妻郡 377-0425 吾妻郡中之条町西中之条 0279-75-1166 0279-76-3060 中之条町 平日

135 バイテック文化ホール 東吾妻町 8:30～12:00
２階 長野原町 13:00～16:00

嬬恋村
草津町
高山村

群馬県 371-8570 前橋市大手町1-1-1 027-223-3001 027-223-8100 県内全域 平日
昭和庁舎 9:00～16:30

土曜
9:00～12:00
13:00～16:30
(電話相談のみ)
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